
大
宮
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
選
挙
細
則 

 

第
一
条
（
目
的
） 

 

本
会
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
役
員
及
び
委
員
選
出
は
、
こ
の
細
則

に
よ
り
行
う
。 

 

第
二
条
（
推
薦
委
員
会
） 

１ 
 

推
薦
委
員
は
、
次
の
方
法
に
て
選
出
す
る
。 

① 

実
行
委
員
よ
り
十
二
名 

② 

教
職
員
よ
り
一
名 

２ 
 

実
行
委
員
の
中
よ
り
、
推
薦
委
員
長
及
び
推
薦
副
委

員
長
を
互
選
す
る
。 

３ 
 

推
薦
委
員
会
は
、
役
員
確
定
後
に
解
散
す
る
。 

 第
三
条
（
推
薦
委
員
の
任
務
） 

１ 
 

推
薦
委
員
は
、
正
会
員
に
対
し
て
翌
年
度
の
役
員
の

引
き
受
け
を
依
頼
し
、
取
り
ま
と
め
を
任
務
と
す
る
。 

２ 
 

取
り
ま
と
め
に
関
し
て
は
、
役
職
別
に
そ
の
定
数
を

推
薦
す
る
。 

３ 
 

前
項
は
、
立
候
補
締
め
切
り
日
ま
で
に
そ
の
任
務
を

遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
条
（
選
挙
管
理
委
員
会
） 

１ 
 

選
挙
管
理
委
員
は
、
次
の
方
法
に
て
選
出
す
る
。 

① 

各
学
年
委
員
よ
り
十
二
名 

② 

教
職
員
よ
り
一
名 

２ 
 

学
年
委
員
の
中
よ
り
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
互

選
す
る
。 

３ 
 

選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
日
の
一
ヶ
月
前
に
設
置

し
、
役
員
確
定
後
に
解
散
す
る
。 

４ 
 

会
長
は
、
選
出
さ
れ
た
選
挙
管
理
委
員
に
対
し
、
実

行
委
員
会
の
承
認
を
経
て
委
嘱
し
、
選
挙
管
理
委
員
会

を
発
足
さ
せ
公
表
す
る
。 

 第
五
条
（
選
挙
管
理
委
員
の
任
務
） 

選
挙
管
理
委
員
の
任
務
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

① 

役
員
選
挙
日
の
告
示 

② 

候
補
者
の
受
付 

③ 

候
補
者
の
発
表 

④ 

選
挙
当
日
の
事
務 

 

第
六
条
（
役
員
の
選
出
） 

１ 
 

役
員
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
ら
れ
た
候
補
者

の
中
よ
り
総
会
に
於
い
て
選
挙
も
し
く
は
選
任
に
よ

り
決
定
す
る
。 

２ 
 

役
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
、
現
役
員
は
補
欠
役
員

を
選
出
す
る
。 

 第
七
条
（
候
補
者
の
届
け
出
） 

 

役
員
の
候
補
者
は
次
の
三
種
と
し
、
い
ず
れ
も
締
め

切
り
日
ま
で
に
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
児
童
の
所

属
す
る
学
年
組
を
明
記
し
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出

す
る
。 

 

① 

立
候
補
者 

自
ら
立
候
補
し
た
も
の
で
、
本

人
よ
り
届
け
出
る
。 

② 

推
薦
候
補
者 

第
三
条
第
二
項
に
よ
り
推
薦

さ
れ
た
候
補
者
で
、
本
人
の
同
意
書
を
添
付
し
て

推
薦
委
員
長
が
届
け
出
る
。 

③ 

他
薦
候
補
者 

会
員
一
〇
名
以
上
の
推
薦
に

よ
り
本
人
の
同
意
書
を
添
付
し
て
、
代
表
者
が
届

け
出
る
。 

 第
八
条
（
推
薦
候
補
者
の
特
例
） 

１ 
 

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
期

日
ま
で
に
候
補
者
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
次
の

方
法
に
て
選
出
す
る
。 

① 

会 

長 
 
 

 

新
六
年
生
よ
り 

② 

副
会
長 

 
 

 

新
五
年
生
よ
り 

③ 

書 

記 
 
 

 

新
四
年
生
よ
り 

④ 

庶 

務 
 
 

 

新
三
年
生
よ
り 

⑤ 

会 

計 
 
 

 

新
二
年
生
よ
り 

⑥ 

特
別
会
計
監
査 

現
六
年
生
よ
り
（
但
し
、
特
別

会
員
に
な
れ
る
方
。
） 

２ 
 

前
項
の
選
出
は
、
第
三
条
第
二
項
の
欠
員
部
分
に
該

当
す
る
学
年
で
行
い
、
統
括
事
務
は
各
学
年
委
員
が
行

う
。 

 
選
出
方
法
は
、
当
該
学
年
の
各
学
級
よ
り
二
名
と
す

る
。 

３ 
 

前
項
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
候
補
者
の
中
か
ら
、
欠
員

数
を
推
薦
委
員
が
選
出
す
る
。 

４ 
 

選
出
さ
れ
た
候
補
者
は
、
こ
れ
を
拒
否
出
来
な
い
。 

 第
九
条
（
補
欠
役
員
の
特
例
） 

 

第
六
条
第
二
項
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
補
欠
役
員
が
確

保
で
き
な
い
場
合
は
、
前
条
を
準
用
す
る
。 

 

第
十
条
（
会
計
監
査
） 
 

会
計
監
査
の
選
出
は
、
前
年
度
の
役
員
よ
り
行
う
。 

 

第
十
一
条
（
各
委
員
の
選
出
） 

１ 
 

学
年
委
員
か
ら
、
各
学
級
正
会
員
よ
り
選
出
す
る
。 

２ 
 

各
委
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
は
、
規
約
第
六
条
第

四
項
に
基
づ
き
、
前
項
を
準
用
す
る
。 

３ 
 

各
委
員
の
中
よ
り
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
互
選

す
る
。 

   

附 
 

則 

１ 
 

本
細
則
は
既
成
細
則
を
全
面
改
正
し
、
規
約
が
成 

立
し
た
日
（
平
成
十
二
年
三
月
三
日
。
）
の
翌
日
よ
り

同
時
施
行
す
る
。 

２ 
 

本
細
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
よ
り
一
部
改
正

し
、
施
行
す
る
。 

 


